様式第6号(第8条関係)

第　　　　　号　　

年　　月　　日　　

　　　　　　　　　様

那珂川町長　　　　　　　　印　

給水停止通知書

　あなたの未納水道料金等については、給水停止予告通知書(　　　　年　　月　　日付け)により納付をお願いしたところですが、いまだ納入がありません。不本意ですが未納水道料金を納付していただくまで、那珂川町水道事業給水条例第40条第1号の規定により給水を停止致しました。

記

1　休止停止執行年月日

　　　　　　　　　年　　月　　日

2　未納水道料金等

　　　　　　　　　　　　　　　円　

3　納入場所

　　　　　　　那珂川町上下水道課

　　　　　　　電話　92―2002

ご注意

　(1)　上記水道料金が完納されるまで、停水の解除は行いません。

　　　また、本日の業務は、午後5時までとなっており、受付は、明日8時30分からです。

　(2)　停水のため損害を生ずることがあっても水道事業管理者は、その責任を負いません。

　(3)　無断で水道の栓を開け水道を使用することは、罪になりますので使用しないでください。
